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第１章  井手町多賀地区簡易水道事業経営戦略の策定にあたって  

１  策定の趣旨  

本 町 の多 賀 地 区 簡 易 水 道 事 業 は、昭 和 43年 に多 賀 地 区 全 域 を給 水 対 象 区 域 と

する計 画 給 水 人 口 3,260人 、計 画 給 水 量 489㎥/日 として創 設 されました。  

その後 、水 源 の変 更 や給 水 量 の増 加 に伴 う事 業 変 更 を3回 行 い、平 成 元 年 に計 画

給 水 人 口 3,000人 、計 画 給 水 量 1,400㎥/日 に事 業 変 更 を行 いました。  

平 成 9年 度 には、第 3号 取 水 井 から基 準 値 を超 える水 銀 が検 出 されたことにより、 事

業 変 更 認 可 を受 けて取 水 地 点 の変 更 を行 い住 民 の水 需 要 に対 応 しながら現 在 に至 っ

ています。  

近 年 は、人 口 減 少 ・少 子 高 齢 化 及 び節 水 機 器 の 普 及 等 に伴 い 給 水 量 の 減 少 が

続 いており、老 朽 化 する水 道 施 設 の更 新 需 要 の増 加 が懸 念 されるなど、将 来 の財 政 収

支 への影 響 が課 題 となっています。  

このような状 況 の中 、水 道 事 業 の安 全 かつ持 続 可 能 な運 営 を実 現 するため、「投 資 」

と「財 政 」の両 面 から今 後 の経 営 の方 向 性 を明 らかにする中 長 期 的 な経 営 戦 略 を策 定

しました。  

２  位置付け  

「井 手 町 多 賀 地 区 簡 易 水 道 事 業 経 営 戦 略 」は、まちづくりの指 針 となる「 第 4次 井

手 町 総 合 計 画 」における基 本 目 標 「快 適 な暮 らしの基 盤 をつくる」を達 成 するための個 別

計 画 として位 置 付 け、総 務 省 の「公 営 企 業 の経 営 に当 たっての留 意 事 項 について」の内

容 も踏 まえて策 定 しています。  

３  計画期間  

平 成 29年 度 から平 成 38年 度 までの10年 間 を計 画 期 間 とします。  

４  計画の事後検証 ・更新  

本 経 営 戦 略 は、毎 年 度 進 捗 管 理 を行 うとともに、５年 に一 度 を目 安 として いますが、

社 会 情 勢 や水 需 要 変 化 により必 要 に応 じて見 直 しを行 います。  

見 直 しにおいては、計 画 策 定 （P lan）、実 施 （Do）、検 証 （Check）、見 直 し（

Act ion）のＰＤＣＡサイクルを継 続 的 に運 用 し、戦 略 の実 行 状 況 、投 資 計 画 と財 政

計 画 の実 績 との乖 離 やその原 因 に対 する分 析 を行 い、その結 果 を次 の戦 略 へと反 映 しま

す。   

５  情報公開について  

水 道 事 業 経 営 においては、住 民 と事 業 の状 況 について認 識 を共 有 し、住 民 の意 見 を

踏 まえた経 営 のあり方 を検 討 することが必 要 となります。そのため、 水 道 事 業 の透 明 性 を

確 保 するとともに、本 町 ウェブサイトやその他 広 報 媒 体 を通 じて、 事 業 の状 況 に関 する情

報 公 開 を行 います。  
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第２章  将来の事業環境を見据えた現状と課題  

１  水需要の状況  

⑴  給水人口  

本 町 の 給 水 人 口 は 、平 成 15 年 度 の2千 ６ 百 人 から 年 々減 少 しており、平 成 26

年 度 では2千 3百 人 となっています。将 来 給 水 人 口 は、引 き続 き減 少 すると予 測 され

ており、今 後 の水 需 要 にも多 大 な影 響 を受 けると予 測 されます。  

 

⑵  有収水量 ・給水収益  

今 後 の有 収 水 量 は、給 水 人 口 減 少 などの影 響 により減 少 が続 き、給 水 収 益 も減

少 が続 くと予 測 されます。  
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２  施設 ・管路の状況  

⑴  施設  

 

ア  取水施設  

本 町 の簡 易 水 道 は、取 水 井 戸 の深 井 戸 から水 を汲 み上 げており、渇 水 期 でも安

定 した原 水 を確 保 できます。  

給 水 区 域 の北 端 部 、木 津 川 右 岸 沿 いの第 4号 取 水 井 から取 水 ポンプにて取 水 し、

約 1.5kmの導 水 管 を経 て浄 水 場 まで圧 送 しています。  

 

水源  取水量  建設年度  経過年数  

西 北 河 原 水 源 地  

（多 賀 小 字 西 北 河 原 ）  

1 ,320 ㎥/日  平 成 9 年  20 年  

 

イ  浄水施設  

浄 水 場 では遊 離 炭 酸 を除 去 するためにばっ気 を行 い、調 整 池 兼 着 水 井 ・ポンプ

井 に貯 留 しています。ポンプ井 からは急 速 ろ過 ポンプにより急 速 ろ過 機 に圧 送 し、急

速 ろ過 （除 鉄 、除 マンガン）を行 った後 、場 内 配 水 池 に貯 留 します。滅 菌 は次 亜

塩 素 酸 ナトリウムを使 用 し、濁 度 計 による水 質 監 視 を行 いながら、着 水 井 に注 入 し

ています。  

 

施設  浄水能力  建設年度  経過年数  

多 賀 浄 水 場  1 ,400 ㎥/日  平 成 元 年  28 年  

 

ウ  配水施設  

配 水 区 域 へは多 賀 配 水 池 より自 然 流 下 により配 水 しています。  

多 賀 浄 水 場 より加 圧 送 水 ポンプにて多 賀 配 水 池 に揚 水 、貯 留 し、多 賀 地 区

配 水 区 域 へ配 水 しています。  

 

施設  配水池容量  建設年度  経過年数  

多 賀 配 水 池 （6 池 ）  792 ㎥  平 成 元 年  28 年  

 

⑵  管路  

ア  年度別布設状況  

管 路 の布 設 は平 成 5年 以 降 増 加 し、ピークは平 成 8年 から平 成 17年 頃 までと

なっています。また、管 路 の種 別 はダクタイル鋳 鉄 管 、塩 化 ビニル管 が大 部 分 を占 め
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ますが、一 部 、石 綿 セメント管 が残 っています。  

 

 

  

 

イ  管路工事の状況  

本 町 で は 、 こ れ ま で

設 備 を 長 く 維 持 し 、 投

資 の 抑 制 に 努 め て き ま

し た 。 な お 、 管 路 の 更

新 に合 わせて耐 震 化 を

進 めています。  
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３  経営の状況  

⑴  収支計算書の推移  

給 水 収 益 は、人 口 減 少 等 の社 会 情 勢 変 化 や節 水 機 器 の普 及 を受 け、年 々減

少 傾 向 にあります。  

一 方 、給 水 原 価 は 、保 守 点 検 業 務 の 民 間 委 託 による 職 員 給 与 費 の 減 少 や 企

業 債 抑 制 によって支 払 利 息 の削 減 を行 い、原 価 低 減 に努 めているものの、老 朽 化 し

た施 設 の更 新 事 業 の結 果 、黒 字 を維 持 するのが厳 しい状 況 となっています。  

 

( 単 位 ： 千 円 )  

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

39,244 38,613 37,650 36,906 37,817 36,991 36,085 35,837 35,523 34,450

8,012 6,037 7,855 7,112 12,900 13,992 4,270 3,999 1,603 1,845

47,256 44,650 45,505 44,018 50,717 50,983 40,355 39,836 37,126 36,295

9,445 7,052 6,759 3,905 4,798 5,137 5,637 16,246 7,779 7,868

2,180 1,845 2,208 1,913 8,010 2,246 2,100 2,495 6,512 4,527

　動力費 2,700 2,700 2,700 2,755 2,770 2,784 2,826 3,416 3,554 3,602

　薬品費 150 150 150 150 150 152 192 272 234 260

　その他 3,227 2,597 6,687 2,704 1,224 3,338 3,438 3,568 4,879 3,852

計 6,077 5,447 9,537 5,609 4,144 6,274 6,456 7,256 8,667 7,714

8,451 8,044 7,606 7,164 6,864 6,419 5,926 5,443 4,941 4,433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 461 465 468 475 461 0

26,153 22,388 26,110 18,591 24,277 20,541 20,587 31,915 28,360 24,542

21,103 22,262 19,395 25,427 26,440 30,442 19,768 7,921 8,766 11,753

0 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547

10,526 19,020 29,182 979 1,727 6,651 889 18,894 4,906 10,886

12,073 20,567 30,729 11,726 3,274 8,198 2,436 20,441 6,453 12,433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17,996 25,430 33,205 14,765 5,431 23,509 7,489 15,633 1,640 10,451

9,794 10,214 10,376 10,597 11,050 11,634 11,496 11,979 12,206 12,586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27,790 35,644 43,581 25,362 16,481 35,143 18,985 27,612 13,846 23,037

△ 15,717 △ 15,077 △ 12,852 △ 13,636 △ 13,207 △ 26,945 △ 16,549 △ 7,171 △ 7,393 △ 10,604

5,386 7,185 6,543 11,791 13,233 3,497 3,219 750 1,373 1,149

0 0 0 0 0 0 0 18,000 3,500 7,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,375

48,060 48,263 48,521 49,702 55,302 55,732 56,122 38,706 35,849 29,441

218,968 208,754 198,379 196,983 185,933 174,300 162,805 150,827 138,621 126,035

区分　　　　　　　　　　　　　　　　年度

損

益

勘

定

(

千

円

)

収

入

　料金収入

　その他収入

計

支

出

　人件費

　事務費

作

業

費

損　　　　益

資

産

勘

定

(

千

円

)

収

入

　企業債

　国庫補助

　料金収入充当

企業債残高

　一般会計繰入

　その他

計

支

出

　拡張費

　改良費

　元金償却費

　その他

計

収支不足額

単年度収支額

当年度事業基金繰入額

当年度事業減債基金繰入額

当年度末事業基金残高

　支払利息

　減価償却費等

　その他

計

 

 

⑵  企業債の推移  

支 払 利 息 の削 減 のため企

業 債 の 発 行 を 抑 制 し 、 償 還

に努 めた結 果 、企 業 債 残 高

は年 々減 少 しています。今 後

も支 払 利 息 削 減 ・財 務 の健

全 化 の た め 、 企 業 債 の 償 還

に努 めていきます。  
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⑶  経営指標  

本 町 では、現 状 分 析 を行 うことで、水 道 事 業 における課 題 を洗 い出 し、今 後 の目

標 値 を設 定 しました。分 析 は、現 状 の見 える化 のために、ヒト・モノ・カネの経 営 資 源 に

着 目 し、時 系 列 で他 自 治 体 と比 較 分 析 を行 いました。  

なお、比 較 自 治 体 としては、本 町 と給 水 人 口 、有 収 水 量 、浄 水 施 設 数 、地 形 条

件 等 が類 似 している、和 束 町 、笠 置 町 、南 山 城 村 、木 津 川 市 の京 都 府 南 部 の4自

治 体 を対 象 としています。  

 

ヒトの視 点 では、「給 水 収 益 に対 する職 員 給 与 費 の割 合 」は自 治 体 平 均 と比 較 し

た場 合 、高 い水 準 となっています。現 状 少 ない人 員 で業 務 を行 っているため、現 員 退

職 等 による業 務 の引 継 が今 後 の課 題 となります。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

給 水 収 益 に 対 する 職 員 給 与 費 の 割 合 （ % ）  

=職 員 給 与 費 （ 円 ） ÷ 給 水 収 益 （ 円 ） × 1 0 0  

 

 

モノの視 点 では、「施 設 利 用 率 」と「管 路 更 新 率 」は、自 治 体 平 均 と比 較 した場 合 、

「施 設 利 用 率 」は同 程 度 の水 準 となっており、「管 路 更 新 率 」は低 い水 準 となっていま

す。「施 設 利 用 率 」は他 自 治 体 より配 水 能 力 に余 裕 があることを示 し、「管 路 更 新 率

」は他 自 治 体 より更 新 事 業 が遅 れていることを示 しています。今 後 は、計 画 的 な管 路

更 新 及 び耐 震 化 を行 っていくことが課 題 となります。  

 

  
 

施 設 利 用 率 （% ）  

=一 日 平 均 配 水 量 （ ㎥ / 日 ）  

÷一 日 配 水 能 力 （ ㎥ / 日 ） ×1 0 0  

 

管 路 更 新 率 （% ）  

=当 該 年 度 に 更 新 した 管 路 延 長 （m ）  

÷管 路 総 延 長 （ m） ×1 0 0  
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カネの 視 点 では、「 料 金 回 収 率 」と「 企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 」 は、自 治 体

平 均 と比 較 した場 合 、「料 金 回 収 率 」は高 い水 準 となっていますが、100％を下 回 って

いることから、料 金 で回 収 すべき経 費 （原 価 ）が回 収 できていないことを示 しています。

また、「企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 」は低 い水 準 となっており、企 業 債 残 高 の減 少

に伴 い、「企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 」は着 実 に改 善 していることが分 かります。今

後 は、引 き続 き企 業 債 の抑 制 に努 めるとともに、 「料 金 回 収 率 」を改 善 していくことが

課 題 です。  

 

  
料 金 回 収 率 （% ）  

=供 給 単 価 （ 円 /㎥ ）÷ 給 水 原 価 （ 円 /㎥） ×1 0 0  

企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 （%）  

=企 業 債 残 高 （ 円 ） ÷ 給 水 収 益 （ 円 ） × 1 0 0  

 

第３章  経営の基本方針と方向性  

水 道 事 業 を取 り巻 く環 境 は、人 口 減 少 社 会 や節 水 機 器 普 及 等 により給 水 収 益 が減

少 する一 方 、老 朽 化 する施 設 の更 新 時 期 到 来 よる将 来 的 な財 源 不 足 が懸 念 されるなど、

極 めて厳 しい状 況 にあります。  

今 後 、水 道 事 業 を継 続 する上 では徹 底 した経 営 の効 率 化 や健 全 化 に取 り組 んでいく必

要 があります。  

本 町 では、安 全 で良 質 な水 道 水 を安 定 供 給 できる健 全 な事 業 経 営 のため、料 金 改 定 、

投 資 計 画 、広 域 化 の検 討 など、長 期 的 な経 営 の基 本 計 画 を策 定 していきます。
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第４章  投資計画と財政計画  

１  投資についての説明  

⑴  投資の目標  

「第 4次 井 手 町 総 合 計 画 」における基 本 目 標 「快 適 な暮 らしの基 盤 をつくる」を基

礎 とし つつ、 中 長 期 的 な投 資 計 画 を踏 まえ、財 政 の 裏 付 けを有 する計 画 的 な更 新

投 資 を実 施 します。  

⑵  施設の整備 ・更新  

施 設 の 老 朽 化 の 状 況 や優 先 度 、将 来 の需 要 予 測 等 を勘 案 し、効 率 的 な維 持

管 理 をするとともに計 画 的 に施 設 更 新 ・耐 震 化 を実 施 します。  

⑶  管路の整備 ・更新  

更 新 基 準 年 は、実 耐 用 年 数 を採 用 し管 路 更 新 を行 います。また、更 新 にあたって

耐 震 化 を行 うことで工 事 費 の削 減 に努 めます。  

 

２  財源についての説明  

⑴  財源の目標  

安 全 で良 質 な給 水 を行 っていくためには、上 述 の投 資 が必 要 不 可 欠 となりますが、

投 資 に当 たっては多 大 な資 金 が必 要 となります。水 道 事 業 の継 続 のためには、投 資 に

かかる資 金 と、その財 源 を確 保 していくことが必 要 となります。  

投 資 に必 要 な財 源 は、基 本 的 には、事 業 基 金 を活 用 しますが、管 路 の耐 震 性 能

を向 上 させるため、不 足 額 については、必 要 最 小 限 の企 業 債 発 行 を行 います。  

⑵  財源の試算方法  

収 支 均 衡 を図 るべく、計 画 期 間 内 で赤 字 とならないように試 算 しました。  

なお、給 水 人 口 の予 測 については、井 手 町 人 口 ビジョンに準 拠 しています。給 水 人

口 減 少 に伴 い有 収 水 量 も減 少 することから、給 水 収 益 は減 少 していく見 通 しとなって

います。  

また、企 業 債 の発 行 については、 将 来 世 代 の元 利 償 還 金 の負 担 を考 慮 し、 必 要

最 小 限 のみ設 定 しました。  

 

３  財政シミュレーション結果  

   施 設 の長 寿 命 化 や企 業 債 抑 制 による支 払 利 息 削 減 など種 々の経 費 節 減 策 を講 じ

ても、平 成 31年 度 には基 金 が底 を尽 き、以 降 は赤 字 となる見 込 みです。
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【投 資 ・財 政 計 画 の前 提 条 件 】  

 

損 益 勘 定  

収 入  料 金 収 入  過 年 度 実 績 値 を基 準 に将 来 の人 口 ・有 収 水 量 予 測 に

応 じて推 計  

その他 収 入  過 年 度 実 績 値 を基 準 にして推 計  

支 出  人 件 費  過 年 度 実 績 値 を基 準 にして推 計  

事 務 費  過 年 度 実 績 値 を基 準 にして推 計  

動 力 費  過 年 度 実 績 値 を基 準 にして推 計  

薬 品 費  過 年 度 実 績 値 を基 準 にして推 計  

その他  過 年 度 実 績 値 を基 準 にして推 計  

支 払 利 息  既 存 の企 業 債 の利 息  

資 産 勘 定  

収 入  一 般 会 計 繰 入  過 年 度 実 績 値 を基 準 にして推 計  

その他  過 年 度 実 績 値 を基 準 にして推 計  

支 出  改 良 費  更 新 投 資 に つ い て は 、 耐 用 年 数 経 過 時 点 で 再 投 資 を

行 うものとして推 計  

再 投 資 額 は過 去 の 物 価 変 動 を考 慮 し、現 在 の物 価 水

準 に変 換 する  

元 金 償 却 費  既 存 の 企 業 債 の 償 還 金 に 加 え 、 新 規 発 行 分 に つ い て

は、5 年 据 置 き、30 年 間 元 金 均 等 返 済 とする  



 

10 

【投 資 ・財 政 計 画 】  

( 単 位 ： 千 円 )  

予算値

区分 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 38年度

34,000 33,000 33,000 33,000 32,980 32,962 32,681 32,400 32,119 31,838 31,557

1,700 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100

35,700 33,096 33,100 33,100 33,080 33,062 32,781 32,500 32,219 31,938 31,657

6,380 6,864 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380

5,000 12,035 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

　動力費 3,600 3,648 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

　薬品費 260 312 260 260 260 260 260 260 260 260 260

　その他 3,800 6,688 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800

計 7,660 10,648 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660

3,918 3,377 2,810 2,214 1,682 1,415 1,138 857 617 491 363

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22,958 32,924 21,850 21,254 20,722 20,455 20,178 19,897 19,657 19,531 19,403

12,742 172 11,250 11,846 12,358 12,607 12,603 12,603 12,562 12,407 12,254

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,448 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547

7,764 15,373 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

10,212 16,920 8,547 8,547 8,547 8,547 8,547 8,547 8,547 8,547 8,547

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,358 3,050 5,000 9,000 9,000 20,000 20,000 15,000 5,000 5,000 42,200

13,101 13,642 14,209 14,806 9,230 9,497 9,773 9,717 6,233 6,359 6,487

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,459 16,692 19,209 23,806 18,230 29,497 29,773 24,717 11,233 11,359 48,687

△ 11,247 228 △ 10,662 △ 15,259 △ 9,683 △ 20,950 △ 21,226 △ 16,170 △ 2,686 △ 2,812 △ 40,140

1,495 400 588 △ 3,413 2,675 △ 8,343 △ 8,623 △ 3,567 9,876 9,595 △ 27,886

4,000 14,445 7,000 3,997 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25,442 10,997 3,997 0 0 0 0 0 0 0 0

112,934 99,293 85,084 70,279 61,050 51,553 41,780 32,064 25,831 19,472 12,986

当年度事業基金繰入額

当年度事業減債基金繰入額

当年度末事業基金残高

企業債残高

　改良費

　元金償却費

　その他

計

収支不足額

単年度収支額

資
産
勘
定

(

千
円

)

収
入

　企業債

　国庫補助

　料金収入充当

　一般会計繰入

　その他

計

支
出

　拡張費

作
業
費

　支払利息

　減価償却費等

　その他

計

損　　　　益

年度 計画値

損
益
勘
定

(

千
円

)

収
入

　料金収入

　その他収入

計

支
出

　人件費

　事務費
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第５章  効率化 ・経営健全化の取組み  

安 全 で 良 質 な 水 道 水 の安 定 供 給 を継 続 していくためには、 今 後 増 大 する投 資 の 抑

制 や平 準 化 に努 めるとともにその財 源 を確 保 していくことが重 要 となります。  

本 町 における、「水 道 事 業 の効 率 化 ・経 営 健 全 化 」に係 るこれまでの取 組 み、また今

後 検 討 すべき取 組 みは以 下 のとおりとなっています。  

 

１  投資の合理化に関する取組み  

⑴  施設 ・設備の統廃合 ・合理化  

人 口 減 少 や 節 水 機 器 の普 及 に伴 い 、水 需 要 は減 少 し、施 設 利 用 率 は低 下 傾

向 にあります。  

本 町 においては、区 域 の水 需 要 に対 応 するよう適 宜 事 業 変 更 を行 い ながら現 在 に

至 っています。  

今 後 、各 施 設 の利 用 率 を検 討 し、施 設 の規 模 を水 需 要 に応 じた最 適 なものに見

直 すとともに、設 備 の改 良 に伴 う維 持 管 理 費 の削 減 等 効 率 化 に取 り組 みます。  

 

⑵  長寿命化 ・投資の平準化  

各 施 設 の故 障 等 を予 防 するため、定 期 的 に 点 検 を行 い、老 朽 ・消 耗 箇 所 の早 期

発 見 ・取 替 を実 施 し、施 設 の長 寿 命 化 を図 っていきます。また、優 先 順 位 をつけて管

路 更 新 を実 施 することで投 資 の平 準 化 を図 っていきます。  

 

⑶  広域化の検討  

京 都 府 では、水 道 事 業 を取 り巻 く課 題 の解 決 に向 けて「京 都 水 道 グランドデザイン

検 討 委 員 会 」が設 置 され、水 道 事 業 の財 政 及 び技 術 基 盤 の強 化 を図 るための広 域

連 携 の検 討 に取 り組 んでいるところです。  

本 町 におきましても、近 隣 市 町 との施 設 の共 同 利 用 化 や 管 理 の一 本 化 、事 業 の

統 合 などをすることで、より安 心 ・安 全 かつ効 率 的 な水 道 事 業 の継 続 が可 能 となるかど

うか検 討 を実 施 していきます。  

なお、これらについては、現 時 点 において金 額 的 影 響 が算 定 できないことから投 資 計

画 へは反 映 させていません。  

 

⑷  民間資金 ・ノウハウ等の活用  

今 日 の水 道 事 業 では、従 来 地 方 自 治 体 が 公 営 で行 ってきた事 業 に、民 間 事 業

者 が事 業 の計 画 段 階 から参 加 して、設 備 投 資 や運 営 を 民 間 事 業 者 に任 せる民 間

委 託 （ＰＰＰ）や地 方 自 治 体 の作 成 した事 業 計 画 に、民 間 事 業 者 の資 金 やノウ

ハウを提 供 する民 間 委 託 （ＰＦＩ）が検 討 されています。  

本 町 では、職 員 の退 職 に伴 う技 術 の継 承 問 題 や労 務 管 理 コストの削 減 を目 的 と

して、水 道 施 設 の保 守 点 検 業 務 の民 間 委 託 を導 入 しました。今 後 、更 なる 民 間 委
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託 の導 入 を検 討 していきますが、導 入 にあたっては、安 全 で良 質 な 水 道 水 の確 保 、職

員 の危 機 管 理 体 制 の維 持 、コスト削 減 効 果 等 を十 分 考 慮 した上 で 実 施 していきま

す。  

なお、これらについては、現 時 点 において金 額 的 影 響 が算 定 できないことから 投 資 計

画 へは反 映 させていません。  

 

⑸  防災 ・安全対策  

ア  管路の整備  

老 朽 管 更 新 工 事 にあわせて、効 率 的 な耐 震 化 を推 進 していきます。また、継 手

の防 護 等 を推 進 するとともに、管 路 のループ化 等 災 害 に強 い構 造 の整 備 についても

検 討 していきます。  

イ  応急給水等の整備  

地 震 その他 の災 害 並 びに異 常 渇 水 及 び大 規 模 断 水 が発 生 した場 合 は 、京 都

府 内 各 市 町 等 が相 互 に応 援 活 動 （応 急 給 水 活 動 、応 急 復 旧 活 動 、応 急 復

旧 用 資 材 の供 出 ）を円 滑 かつ迅 速 に実 施 できるよう応 援 する体 制 を整 えてい きま

す。  

ウ  災害時応援協定の締結  

災 害 時 における応 急 給 水 等 に関 し、日 本 水 道 協 会 京 都 府 支 部 水 道 災 害 相

互 応 援 に関 する覚 書 を締 結 しています。  

 

２  経営基盤の強化 ・向上 に関する取組み  

⑴  組織  

本 町 では、効 率 的 な組 織 運 営 ができるよう必 要 最 小 限 の人 員 で業 務 を行 っていま

す。今 後 は、上 述 の民 間 委 託 も検 討 の上 、更 なる業 務 の効 率 化 を進 めながら、定 員

管 理 の適 正 化 を進 めていきます。  

また、職 員 の 世 代 交 代 が進 み、技 術 継 承 が 重 要 となってくるため 、 技 術 の 正 確 な

継 承 と職 員 の技 術 力 向 上 のために人 材 育 成 にも注 力 していきます。  

 

⑵  料金の見直し  

ア  見直しの検討状況  

本 町 では、平 成 9年 度 の料 金 改 定 を最 後 に、消 費 税 増 税 に伴 う料 金 改 定 を

除 き、実 質 的 な料 金 改 定 は実 施 しておらず 、これまで は、保 守 点 検 業 務 の 民 間

委 託 に伴 う人 件 費 削 減 や業 務 改 善 による費 用 縮 減 、企 業 債 抑 制 による利 子 負

担 の軽 減 などに取 り組 み、徹 底 した経 費 節 減 を行 うことで現 行 料 金 を維 持 してきま

した。  

しかし、今 後 の 人 口 減 少 や水 需 要 の 減 少 により、 10 年 後 の 平 成 38 年 度 では

単 年 度 収 支 額 が赤 字 となる見 込 みです（平 成 31年 度 基 金 残 高 0円 ）。  

健 全 経 営 を維 持 し、安 全 で良 質 な水 道 水 の供 給 のため料 金 改 定 の検 討 が必
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要 となります。  

 

（現 行 料 金 ）  （税 抜 ）  

種 類  用 途  基 本 料 金 (1か月 )  超 過 料 金 （1㎥につき）  

水 量  金 額  

専 用  

給 水  

装 置  

家 事 用  5㎥  

まで  

571円  6㎥から

10㎥まで  

114円  

11㎥から

20㎥まで  

123円  

21㎥から

30㎥まで  

142円  

31㎥  

以 上  

152円  

営 業 用  30㎥  

まで  

5 ,142円  31㎥から50㎥まで  

171円  

51㎥以 上   

180円  

特 殊  

臨 時 用  

10㎥  

まで  

 

3 ,428円  11㎥以 上   

342円  

共 用  

給 水  

装 置  

共 用 用  5㎥  

まで  

 

571円  6㎥から

10㎥まで  

114円  

11㎥から

20㎥まで  

123円  

21㎥から

30㎥まで  

142円  

31㎥  

以 上  

152円  

 

（メーターの使 用 料 ）  （税 抜 ）  

口 径 区 分  使 用 料 (1か月 )  

13mm 76円  

20mm 123円  

25mm 142円  

40mm 800円  

50mm 2,000円  

75mm 2,300円  

100mm 2,700円  

 

イ  人口減少社会に対応した水道料金体系への見直し  

現 行 の料 金 体 系 は、用 途 別 ・逓 増 型 の料 金 体 系 を採 用 しています。水 需 要 が

右 肩 上 がりの時 代 には適 応 していましたが、水 需 要 が減 少 傾 向 にある現 状 において

は、収 入 の 減 少 を 招 きます。水 道 使 用 者 の 公 正 な利 益 と水 道 事 業 の健 全 な発

達 を図 るため、料 金 体 系 の見 直 しを検 討 します。  

 

⑶  資産の有効活用  

今 後 の 投 資 計 画 と財 政 計 画 から 判 断 し 、余 裕 資 金 があ る場 合 は、資 金 運 用 を

検 討 します。資 金 運 用 にあたっては、安 全 性 を最 も優 先 し、定 期 性 預 金 や債 券 での

運 用 とします 。なお、遊 休 資 産 が 発 生 した場 合 は、 今 後 の 活 用 検 討 や 売 却 等 を検

討 し、健 全 な資 産 管 理 に努 めていきます。  
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３  収支ギャップの解消 に向けた取組み  

今 後 、耐 用 年 数 到 来 による更 新 投 資 の増 加 、水 需 要 の減 少 に伴 う給 水 収 益 の減

少 により、単 年 度 赤 字 が継 続 発 生 するが、経 費 節 減 策 に努 め、より一 層 の効 率 的 な組

織 運 営 を目 指 し、また、管 路 更 新 の効 率 化 ・平 準 化 などにより 企 業 債 に依 存 しない 健

全 な事 業 経 営 を目 指 し、今 後 も継 続 的 に事 業 の効 率 化 、経 営 健 全 化 に取 り組 んでい

くとともに、安 全 で良 質 な水 道 水 の安 定 供 給 を継 続 するためのあるべき料 金 体 系 について

も検 討 します。  
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資料  用語解説  

【あ】  応急給水  

 地 震 、渇 水 や水 道 施 設 の事 故 などにより、水 道 による給 水 ができなくなった場 合

に、被 害 状 況 に応 じて拠 点 給 水 、運 搬 給 水 及 び仮 設 給 水 などにより、飲 料 水

を給 水 すること。  

【か】  企業債  

 地 方 公 営 企 業 が行 う建 設 、改 良 等 に要 する資 金 に充 てるために起 こす地 方 債

であり、後 世 代 の人 たちも利 用 する水 道 施 設 などを建 設 する際 の財 源 とする。  

 給水  

 給 水 申 込 者 に対 し、水 道 事 業 者 が 布 設 し た配 水 管 より直 接 分 岐 して、給 水

装 置 を通 じて必 要 とする量 の飲 用 に適 する水 を供 給 すること。  

 給水区域  

 当 該 水 道 事 業 者 が厚 生 労 働 大 臣 の認 可 を受 け、一 般 の需 要 に応 じて給 水 を

行 うこととした区 域 をいう。水 道 事 業 者 は、この区 域 内 において給 水 義 務 を負 う。  

 給水人口  

 給 水 区 域 内 に居 住 し、水 道 により給 水 を受 けている人 口 をいう。給 水 区 域 外 か

らの 通 勤 者 や 観 光 客 は給 水 人 口 には含 まれ ない 。水 道 法 に規 定 す る給 水 人

口 は、事 業 計 画 において定 める給 水 人 口 （計 画 給 水 人 口 ）をいう。  

 給水量  

 給 水 区 域 内 の 一 般 の 需 要 に応 じ て給 水 するため 、水 道 事 業 者 が 定 める事 業

計 画 上 の 給 水 量 のこ と。統 計 などにおい ては、給 水 区 域 に対 して給 水 をした実

績 水 量 をいう。  

 減価償却費  

 固 定 資 産 は、使 用 することによってその経 済 的 価 値 を減 少 していくが、この減 少

額 を毎 事 業 年 度 に一 定 の方 法 により配 分 する費 用 をいう。これによって、固 定 資

産 に投 下 した資 本 を回 収 するもので、この計 上 額 が企 業 内 に留 保 される。  

【さ】  浄水  

 河 川 、湖 沼 、地 下 水 などから取 水 した原 水 に含 まれている物 質 などを取 り除 き、

飲 料 用 に供 するための適 切 な処 理 を行 い、水 道 法 に定 められた水 質 基 準 に適

合 させる操 作 をいう。また、この処 理 操 作 を浄 水 処 理 といい、それを行 う場 所 を浄

水 場 という。またこのような操 作 を受 けた水 も浄 水 という。  

 水源  

 一 般 に取 水 する地 点 の水 をいうが、河 川 最 上 流 部 やダム湖 などその水 の源 となる

地 点 の水 を指 す場 合 がある。水 源 の種 類 には、河 川 表 流 水 、湖 沼 水 、ダム水 、

地 下 水 、湧 水 、伏 流 水 がある。  

【た】  耐用年数  

 固 定 資 産 が、その本 来 の用 途 に使 用 できると見 られる推 定 の年 数 をいう。水 道

事 業 においては、地 方 公 営 企 業 法 により有 形 固 定 資 産 及 び無 形 固 定 資 産 に

ついて各 々年 数 が定 められている。  
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【は】  配水池  

 給 水 区 域 の需 要 量 に応 じて適 切 な配 水 を行 うために、浄 水 を一 時 貯 える池 。

配 水 池 の容 量 は、一 定 している流 入 量 と時 間 変 動 する給 水 量 との差 を調 整 す

る容 量 、配 水 池 より上 流 側 の事 故 発 生 時 にも給 水 を維 持 するための容 量 及 び

消 火 用 水 量 を考 慮 し、１日 最 大 給 水 量 の 12 時 間 分 を標 準 とする。  

【や】  有収水量  

 料 金 徴 収 の対 象 となった水 量 。  

【英 字 】  PFI（Private  F inance Ini t iat ive）  

 公 共 施 設 等 の設 計 、建 設 、維 持 管 理 及 び運 営 に、民 間 の資 金 とノウハウを活

用 し、公 共 サービスの提 供 を民 間 主 導 で行 うことで、効 率 的 かつ効 果 的 な公 共

サービスの提 供 を図 るスキームのこと。  

 PPP（Publ ic  Pr ivate  Partnership）  

 公 民 が連 携 して公 共 サービスの提 供 を行 うスキームで、PFI は、PPP の代 表 的 な

手 法 の一 つ。  

 

 


